
生活支援体制整備アドバイザー派遣支援事業報告会

令和４年３月１８日

島根県健康福祉部高齢者福祉課

資料１



本日お話しする内容
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1.はじめに

2.市町村生活支援体制整備事業等の実施状況

3.県の取組み

4.生活支援アドバイザー派遣支援事業



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・ 介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・ 自治会・ ボランティア・ NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・ 入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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１．はじめに



生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（ ２） 協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・ 協働による取組を推進

（ １） 生活支援コーディネーター（ 地域支え合い推進員） の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコー
ディネート機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、
当面ＡとＢの機能を中心に充実。

エリア
① 第１層： 市町村区域

主に資源開発（ 不足するサービスや担い手の創出・ 養成、活動する場の確保）
② 第２層： 日常生活圏域（ 中学校区域等）

第１層の機能の下で具体的な活動を展開

（ Ａ） 資 源 開 発 （ Ｂ） ネットワーク構築

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活
動する場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づく
り など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・ 介護予防サービスの多様な関係主体の参画例生活支援・ 介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が
活用できる仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等

（ Ｃ） ニーズと取組のマッチング

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主
体の活動をマッチング
など
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『地域包括ケア』と『小さな拠点づくり』

草刈り、祭り

高齢者見守り

買い物支援

防災活動

耕作放棄地解消

特産品づくり・販売

冠婚葬祭サービス

農家レストラン

生
活
機
能
の
確
保

集落営農

地
域
産
業
の
振
興

集落

基幹集落

集落

集落

集落集落

配食サービス

自治会輸送等

生活交通の確保

鳥獣被害対策
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地域包括ケア（地域支援事業）

小さな拠点づくり

住み慣れた地域で暮らし続
けるために、連携して（つ
ながって）活動していく

１．はじめに



生活支援体制整備事業の状況整理（ 令和3年4月）

5

２．市町村の実施状況

内容

体制

・ 第１層は、ほとんどが市町村社会福祉協議会に委託（ 15市町村）

専従配置は５市町村のみ（ 一部未確認）

・ 第２層も、ほとんどが市町村社会福祉協議会に委託（ 13市町村）

地域の任意団体等への委託（ ４市町村） もあり

活動

・ ほとんどの市町村が以下実施

①資源やニーズの把握

②関係機関とのネットワーク構築

③サービスの創出と担い手育成

課題

・ コロナ禍による地域活動の自粛、縮小への対応（ 働きかけ、啓発方法の変更）

・ 既存の組織や団体の活用（ 巻き込む方法） 、連携

・ 住民の意識醸成

体制
・ 第１層は、ほとんどが新設（ 13市町村）

・ 第２層は、ほとんどが既存の組織活用（ 13市町村）

活動

・ 例１： 第１層、年12回開催（ 行政のみ。既存の企画会議活用）

第２層、年15回程度開催（ ５か所の地域組織×３回程度）

・ 例２： 第２層、年44回開催（ 11か所の地域支え合い会議（ 地区社協を母体） ×４回）

・ ほかの市町村では年２回程度（ １か所あたり）

・ 情報交換や活動報告、課題解決に向けた取組み検討がおこなわれている。

・ 通いの場を協議体が主軸となっておこなっている市町村もある。

課題

・ 課題の具体化、取組みの実施

・ 既存の組織や団体の活用、連携（ それぞれの利点や制約を上手く組み合わせ）

・ 住民の意識醸成（ 取組みの周知、協議体の重要性認識）

項目

コーディネーター

協議体



県内市町村の総合事業の取組み状況（ 令和3年7月末時点）
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訪問型
サービ
ス

現状

・全ての市町村で従前相当実施。基準緩和（A）は４割、住民主体（B、D）・短期集中（C）は２割程度にとどまる
・訪問Bは松江市（自治会、NPO等）、安来市（企業）、美郷町（自治会、NPO）で実施
・訪問Cは松江市（直営）、出雲市（医療機関）、美郷町（直営。リハだけ医療機関）で実施
・訪問Dは益田市（自治組織）、安来市（住民組織）、美郷町（自治会、NPO）で実施

課題

・〔訪問A未実施〕「従前相当で対応可能」「担い手不足（委託可能な事業所がないなど）」
・〔訪問B未実施〕「有償ボランティア（実施されており）への補助は考えていない」「地域での支え合いで整備した
い」「担い手不足」
・〔訪問C未実施〕「利用者の選定が困難、実利用者が限られる」「通いの場（訪問C終了後のつなぎ先）が十分でな
い」「担い手不足」
・〔訪問D未実施〕「交通関係法令の確認、関係者との協議に十分な時間が必要」「担い手不足」

通所型
サービ
ス

現状

・全ての市町村で現行相当実施。基準緩和（A）は５割、住民主体（B）は１割、短期集中（C）は３割程度にとどまる
・通所Bは松江市（自治会、NPO等）、益田市（自治組織）で実施
・通所Cは松江市（介護事業所等）、出雲市（農協）、益田市（事業者）、安来市（包括C）、江津市（事業所）、隠岐
の島町（事業所）で実施

課題

・〔通所A未実施〕「担い手不足（委託可能な事業者がないなど）、実施回数や運営の面で基準を満たす事業所がな
い」
・〔通所B未実施〕「住民主体のため、チェックリスト該当者に限定した構築、利用者全てのアセスメントは困難」
「一般介護予防事業で利用者を幅広くカバーできている」「担い手不足（委託可能な事業者がないなど）」
・〔通所C未実施〕「通いの場（通所C終了後のつなぎ先）が十分でない」「時期を限定したときの参加者確保が困難」
「担い手不足」

２．市町村の実施状況



県の生活支援体制整備事業に係る取組み
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• 生活支援コーディネーター養成研修
県社協に委託して実施（基礎編・実践編、情報交換会）

• 生活支援アドバイザー派遣支援（R3新規）
詳細は後のページ

• 広報事業
テレビやSNS等による発信、事例集作成・配布

• 関係者（小さな拠点、交通対策等）との連携
合同研修会、調査事業など

３．県の取組み



「 支え合い」 でつながるまちづく り事例集
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３．県の取組み

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kour
ei/tiikihoukatucare/houkatsu_seikatsushien.html

県ホームページに掲載しています。



小さな拠点づく り事例集（ 中山間地域・ 離島振興課）
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３．県の取組み

https://www.pref.shimane.lg.jp/life/region/chiiki/chu
sankan/go_on/chiisanakyotendukurijireisyu.html

県ホームページに掲載しています。

【紹介事例】

●複数連携事例：人口規模の小さい複数の公
民館エリアが連携して「小さな拠点づくり」
に取り組んでいる県内事例（４事例）

●県内事例：先行して「小さな拠点づくり」
を進めている県内事例（12事例）

●県外事例：「小さな拠点づくり」と同様の
取組を進めている県外事例（3事例）



事業実施の背景

現状と課題
地域支援事業（総合事業）が各市町村で実施されているが、住民主体のサー
ビスや移送支援の展開は進んでいない。
→先進事例の紹介、専門的知識・ノウハウの提供が必要

各市町村において、生活支援コーディネータ―や協議体の配置・設置数は増
えてきているが、活動が十分にできていない。
→コーディネーターの資質向上、住民啓発が必要

方針
地域の支え合いづくりを推進する上で、中心的な役割を果たす
生活支援コーディネータ―、協議体の活動を促進する。
→コーディネーター研修による資質向上に加えて、
アドバイザー派遣による市町村（コーディネーター等）への個別支援

個別支援を通じて、プロセス・成果を市町村や関係者に理解してもらい、
今後の活動（横展開等）につなげてもらう。 10

他県の取組みを参考に、

生活支援体制整備事業アドバイザー派遣支援事業を創設（R3）

４．アドバイザー派遣



アドバイザー選定
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アドバイザー３名
たすけあい平田熊谷さん
三原の郷未来塾平田さん
古和の里小松原さん

⾧年、地域で住民主体のサー
ビス創出・運営に携わってこ
られた有識者を選定

選定にあたっては、関係市町
村にも相談

周知用のチラシも作成

４．アドバイザー派遣



アドバイザー派遣支援事業の概要
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４つのメニューに応じて、県が指定する生活支援体制整備等に精通したアドバイ
ザーを市町村に派遣し、個別の課題に応じた具体的な支援を行う。

（１）体制整備支援
協議体の開催や生活支援コーディネーターの活動支援等を通じた体制整備支援

（２）居場所創出支援
総合事業の通所型サービスＢ、ＮＰＯ法人や住民主体の助け合い等による
高齢者や地域住民が集える居場所の創出支援

（３）有償ボランティア創出支援
総合事業の訪問・通所型サービスＢ、ＮＰＯ法人や住民主体の助け合い等に
よる有償ボランティアの創出支援

（４）移動サービス創出支援
総合事業の訪問型サービスＤ、ＮＰＯ法人や住民主体の助け合い等による
移動サービスの創出支援

４．アドバイザー派遣



アドバイザー派遣支援事業の概要
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４．アドバイザー派遣



令和３年度の実施状況
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生活支援アドバイザー派遣支援事業連絡会

令和３年５月１３日（木）14時15分～15時50分
関係者の顔合わせ会

生活支援体制整備事業の県、市町村の状況、アドバイザー派遣の方針を説明

アドバイザー

県社協（生活支
援コーディネー
タ―研修担当）

県地域振興部
（小さな拠点づ
くり担当）

県包括ケア室

• たすけあいの継続には
お金も大事。

• 地域づくりは人が一番
大事（人材育成）

• 市町村が何を求めてい
るかしっかり聞きたい

４．アドバイザー派遣



年月日 表題 参加者 概要

R3.5.17 支援希望調査県→市町村 益田市、大田市が支援希望

R3.7.1 面談会
（益田市）
オンライン

市高齢者福祉課、アドバイザー（熊谷、
平田、小松原）、県社協、県担当者
（福祉、地域）

•市の生活支援体制整備事業の状況、支援依頼
内容等を意見交換

•今後の支援アドバイザー（熊谷）決定

R3.7.1 面談会
（大田市）
オンライン

市包括C、市まちづくり定住課、市社協、
アドバイザー（熊谷、平田、小松原）、
県社協、県担当者（福祉、地域）

•市の生活支援体制整備事業の状況、支援依頼
内容等を意見交換

•今後の支援アドバイザー（熊谷）決定

R3.7.29 勉強会
（大田市）
オンライン

市包括C、市まちづくり定住課、市社協、
アドバイザー（熊谷）、県社協、県担
当者（福祉、地域）

•移送サービス制度に係る勉強会
•支援候補地区（北三瓶（多根、山口町））の
状況共有

R3.7.29 勉強会
（益田市）
オンライン

市高齢者福祉課、市まちづくり推進課、
アドバイザー（熊谷）、県担当者（福
祉、地域）

•移送サービス制度に係る勉強会
•支援候補地区（鎌手、中西、匹見）の状況共
有

R3.9.8 意見交換
（大田市）
たすけあい平田事
務所

市社協、北三瓶地区社協、アドバイ
ザー（熊谷）

•地区で検討してきた課題について相談
活動資金の確保、活動者への謝金等支払い
保険などのリスク管理

R4.1.27 意見交換（大田
市）オンライン

市社協、北三瓶地区社協、アドバイ
ザー（熊谷）

•取組みの留意点（守秘義務など）
•保険などのリスク管理

R4.2.3 意見交換（益田
市）オンライン

匹見地域自治組織、匹見圏域生活支援コー
ディネーター、市高齢者福祉課、市まちづく
り推進課、アドバイザー（熊谷）、県社協、
県担当者（福祉、地域）

•匹見地域の現状や取組み共有
•地域の実態把握方法、移送サービスでの保険
制度や有償ボランティア

令和３年度の実施状況
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４．アドバイザー派遣



令和３年度の実施状況
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「もっとなるほど！吉田くんのしまねゼミ」（山陰中央テレビ）で、
令和３年９月１３日（月）２０時５４分～２１時に、
益田市種地区の移動支援の取組みや、生活支援アドバイザー派遣事業の様子を放送

益田市種地区

アドバイザーと関係者のオンライン勉強会

以下から視聴することができます。
https://www.youtube.com/watch?v=aVww-
S4iZMY

４．アドバイザー派遣



令和４年度の実施予定
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４．アドバイザー派遣

•引き続き、生活支援アドバイザー派遣支援事業を実施

•令和４年４～６月に支援希望調査（県→市町村）
※調査期間に限らず随時、支援希望の相談は受け付ける

•令和５年３月ごろに、報告会を予定

アドバイザー派遣支援は、
「地域での取組みを考える・動き出す」ひとつの
きっかけになると思います。
皆さんの熱い想いを後押しする新しい風になれれば
と考えていますので、
ぜひとも活用をご検討いただければ幸いです。



NPO法人たすけあい平田

熊谷美和子



アドバイザーとして対応したこ
と

道路運送法による移動支援と総合事業の
訪問型サービスB、Dによる移動支援の違
い。3年7月1日10時～益田市オンライン面談会

3年7月6日14時～15時
大田市オンライン面談会





「 勉強会」 と 「 なるほど！吉田くんのしまねゼ
ミ」 取材7月29日10時大田市

7月29日 14時 益田市

なるほど! 吉田くんのしまねゼミ取材

益田市種地区の訪問型D
買い物ツアーや通院の送迎

事務手数料(間接経費) 200円

たすけあい平田取材



意見交換会

3年9月8日大田市北三瓶地区

たすけあい平田事務所にて

意見交換しながらアドバイス

これまでの取り組みの現状と振り返り

地域の実情と目指している移送の形態

近隣の既存の組織(休眠中)との連携

どんな形が望ましいかなど



大田市オンライン勉強会

1月27日大田市

大田市社協小谷さんと

北三瓶地区のコアメンバーの皆さん

たすけあい平田での取り組み

活動のリスク管理



益田市匹見町オンライン会議

2月3日(木)

匹見地区の厳しい現状

 益田市までバスで1時間

 通院は、益田駅で乗り換え必要時間のロスあり

 1日がかりでお金もかかる。

 別居している家族への負担が大



平成4年、旧平田市で「困ったときはお互い様」の
市民同士による助け合い制度を設立

話し相手、掃除、洗濯、買い物、草取り、お使いなどに対応

ひとり一人の力はささやかでも、寄せ合うと大きな力に。

地域の人たちの「ありがとう。助かります」「また来ね」

の言葉に後押しされて活動が発展

今では「地域に住むもう一人の家族になろう」を合言葉に

活動している。









活動の発展
活動をする中で地域に不足するサービスが見えてきた。

「ないならつくろう」と

自分たちの手で次々とサービスを創出

○まめなかコール

○介護衣類ファッションショー

○移送サービス

○国土交通省認定講習など

現在、たすけあい制度、介護保険事業、障がい者サービス、

移送サービスなど13の事業を行っている。



まめなかコール



ファッションショー



移送サービス



認定講習



活動をする中で

さわやかインストラクター

住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会副代表

全国移動ネット理事

として多くの体験をさせていただき、知識や経

験が自分の中に蓄積されてきたことに感謝

これが皆さんのために役立てるなら嬉しい限り



私ができる支援

生活支援サービスB、D立ち上げ
移送サービスも含めた助け合い組織づくり
居場所づくり
生活支援サービス(助け合い組織)の担い手研修
さわやか福祉財団の

「訪問助け合い活動講師用解説書教材」として、

たすけあい平田テキストが引用されている。

出雲市で、社協と協働で担い手研修2回実施



・移送サービス組織立ち上げ支援

道路運送法による移動支援と総合事業の訪問型B、
Dによる移動支援の違いについての説明もしなが
ら、立ち上げを支援します。

・運転者養成研修

国土交通省認定講習

生活支援サービスB、D運転者講習



みんなで力を合わせて

住みよい地域をつくりましょう。































生活支援体制整備アドバイザー派遣支援事業報告会

令和４年３月１８日（金）

アドバイザー小松原美幸（古和の里）

資料４



①1998年頃に、「三隅町にこんな支援が有ったらいい
ね。」で助け合いの支援グループを立ち上げました。
（他に勤めを持っていました。）

②ボランティアは「ただでは継続できない。中心になっ
て動く人にだけ負担がかかる。」と判明し、有償ボラ
ンティアとして活動をする為、組織化を図り、
2001年12月18日にNPO法人あいの会を設立し、介護保
険事業に参入して、訪問介護事業を行うとともに、助
け合い活動を安定して行えるようにしました。当時の
三隅町と協力をして、日本で初めて、民間車両による
陸運局が認めた福祉有償運送を開始しました。
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③NPO法人あいの会を介護保険事業の「居宅介護支援事
業所」「訪問介護事業所」「通所介護事業所」、障害
者自立支援法の「訪問介護事業所」移送サービス事業、
助け合いサービスとして事業運営を行い、
2016年3月に退職

④2016年2月に一般社団法人古和の里を設立、同年4月に
居宅介護支援事業所古和の里として一人ケアマネの事
業所を開始。現在ケアマネ3名と事務職1名とで、運営
を行っています。

⑤約10年前から、自分の住んでいる地域で「てごや」と
言う、居場所を開設し、皆さんと共同で運営。
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①現在行っている居場所の「てごや」を自立して運営で
きる物にしたいと思っています。高齢者ばかりのこの
地域での助け合いの拠点に持って行きたいです。
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①居場所等助け合い事業の立ち上げ、運営の支援が出来
るのではないかと思っています。普通の主婦でしたの
で、資金ゼロからの出発で、２つの法人を立ち上げ、
色々な事をやりながら、失敗も繰り返していますので、
出来るだけ⾧続きできるよう支援をしたいと思ってい
ます。

②移送サービスの知識は、自分がやって来た事に関して、
ある程度の支援は出来ると思います。

5





鎌手の水仙 奥匹見峡 石見の海岸線 日本海の夕陽

高齢者の移送支援について考える
～アドバイザー派遣を受けて～

島根県益田市福祉環境部高齢者福祉課

地域包括推進係社会福祉士渡辺秀美

R4.3.18令和３年度生活支援体制整備アドバイザー派遣支援事業報告会

1

資料５



2

益田市の紹介

面積 ７３３．１９㎢（島根県内最大）

人口 ４４，８０３人

高齢者数１７，３６６人

高齢化率 ３８．７６％（令和４年２月末現在）

清流高津川

鮎
柚子

ワサビ
ハマグリ



高齢者福祉課の体制

3

介護給付係

・介護保険に関する資格管理

・介護認定、介護給付

・介護保険事業計画策定

事業者指導係
・地域密着型サービスの指定、更新

・介護サービス事業所実地指導、集団指導

高齢者福祉係
・老人福祉計画策定

・養護老人ホームへの措置

地域包括推進係

・地域支援事業に関すること

（委託型地域包括支援センターの支援）

（認知症、在宅医療・介護連携、生活支援体制整備）

・高齢者虐待対応

・成年後見制度に関すること



＊交通手段がないため、外出を控えている

（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査から）

＊地域の朝市で使用していたバスが使用できなくなった。

朝市を楽しみにしていた高齢者の移動手段がない。

＊市内中心部までバスで１時間かかるため、受診や買い物でほぼ１日を費やす。

＊買い物に行くために乗り合わせているが、気兼ねがある。

（運転手の都合、不定期であること）

などなど・・・

4

高齢者の移動に関する課題



地域の課題を認識し、協議の場を持ったものの

道路運送法やその他法律に対する知識不足やノウハウのなさを感

じていた・・・

5

アドバイザー派遣支援事業の申請

経験豊富な
アドバイザーに
いろいろ教えて
もらいたい! !
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支援経過①

スケジュール 内容

■アドバイザーとの面談会

（R3.7.1)

参加者: 島根県、オブザーバー

アドバイザー３名

益田市

＊益田市の現状の共有

＊支援依頼内容について説明

＊意見交換

＊アドバイザーとのマッチング

■移送サービス制度に係る勉強会

（R3.7.29)

参加者: 島根県、オブザーバー

アドバイザー熊谷さん

益田市（高齢者福祉課、

まちづくり推進課）

＊道路運送法など移送に関する様々な形態、届け出の有無に

ついて学ぶ

＊意見交換

★公共交通の存続の問題もある

★まちづくり、交通に関する部署との連携は必須!
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支援経過②
スケジュール 内容

■匹見地域のヒアリング

（R3.9.30)

参加者: 地域自治組織（公民館）

生活支援コーディネーター

益田市（高齢者福祉課、

まちづくり推進課、

匹見地域振興課）

＊高齢者の移動に関する現状と課題の再確認

＊社会資源の現状の確認

＊地域での取組の把握（アンケート調査）

＊アドバイザー派遣について情報提供

★地域の取組を次に活かしたい!

■アドバイザーとの意見交換会

（R4.2.3)

参加者: 島根県、オブザーバー

熊谷アドバイザー

地域自治組織（公民館）

生活支援コーディネーター

益田市（高齢者福祉課、

まちづくり推進課）

＊匹見地域の移動手段確保に向けた意見交換

「住民にできることを尋ねているか?」

「遠くの親戚より近くの他人」

「最初から完璧な仕組みはない」
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支援経過③

【良かったこと】

＊道路運送法などについて知ることができた

＊地域からの疑問に対し、アドバイザーから直接助言いただいた

＊現在の取組を活かし、次につなげることができた

【工夫・留意したこと】

＊庁内関係課との連携を意識（交通に関する部署）

＊庁外関係者との連携を意識（生活支援コーディネーター、地域自治組織）

＊オンラインの活用
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今後について

住民アンケートをもとに、強みを活かした取組について検討

「移送支援」＝訪問型サービスDと考えがち

生活支援の視点で地域に即したメニューを

→通所型Bは? 訪問型Bは?

匹見地域での取組の継続

いろいろな視点で考える
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今後について

今後も、

できることから取り組みたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。



生活支援体制整備アドバイザー派遣支援事業報告会

令和４年３月１８日（金）

大田市社会福祉協議会

コミュニティーソーシャルワーカー小谷太喜

資料６



人口：４５９人

高齢化率：約５０％

縦に⾧い山間地域
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•「移動支援」をテーマに令和元年より検討スタート

•地域資源の減少、キーマンの存在、以前から行っていた
協議のマンネリ化

•今あるものを活かす、無理はしない、ひとつひとつのス
トーリーを大切に

•アンケート調査、他地区への視察、路線バス利用研修、
プレ実施など

3



当初のねらい：

第三者からの客観的な取組みへの評価

モチベーション、主体性のUPを期待

支援経過：

R3.7.6 アドバイザーとの面談会

R3.7.29 熊谷アドバイザーによる勉強会（移送制度）

R3.9.8 NPO法人たすけあい平田へ視察

R4.1.27 取組み検討会（アドバイザー参加）
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効果：

より多角的な視点で地域を観ることにつながった

検討のスタート地点の振り返りにつながった

取組みのハードルが下がった（安心感）

「移動支援」→「生活支援」へ
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•来年度の取組み開始に向けて調整中

•資金面、取組み開始後の支援を継続する
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